
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年２月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和２年４月１８日 ０２時００分ごろ 

発生場所 富山県氷見
ひ み

市宇波
う な み

漁港東南東方沖 

宇波港東防波堤灯台から真方位１０３°３６０ｍ付近 

 （概位 北緯３６°５４.６′ 東経１３７°０１.６′） 

事故の概要  漁船第三昭栄
しょうえい

丸は、定置網に着けた状態で漁獲作業中、甲板員が

落水して溺死した。 

事故調査の経過  令和２年４月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 第三昭栄丸、０.９トン 

 ＴＹ３－４８５０（漁船登録番号）、個人所有 

６.７５ｍ（Lr）×２.３０ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、平成２９年４

月２３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１６年１０月７日 

  免許証交付日 令和元年８月８日 

         （令和６年１０月６日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ５８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５８年３月１５日 

  免許証交付日 平成２９年８月３日 

         （令和５年３月２５日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 小雨、風向 西北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約１２℃ 

 事故の経過 

 

 

本船は、船長及び甲板員Ａほか１人（以下「甲板員Ｂ」という。）

が乗り組み、令和２年４月１８日０１時４０分ごろ宇波漁港を出港

し、宇波漁港東南東方沖に設置された小型定置網（以下「本件定置
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網」という。）のモッタ網と称する網に入った魚を捕獲する目的で、

左舷側からモッタ網を揚網する態勢とし、モッタ網と中網の間付近に

係留した。 

本船は、船長が、作業灯を点灯させ、甲板員２人と協力してモッタ

網を左舷側から引き寄せて船内に揚網していき、モッタ網先端部の袋

網を海中に残した状態とし、縛ってあった袋網の先端部を解き、甲板

員Ａが左舷中央部の船尾側舷縁に腰を掛けた姿勢で左手で袋網先端の

開口部を、甲板員Ｂが左舷中央部の船首側舷縁に腰を掛けた姿勢で右

手で袋網先端の開口部を、それぞれが持って広げた。（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 甲板員Ａが袋網を左手で持っていた状況 

 

船長は、甲板員Ａと甲板員Ｂとの間に立ち、魚をたも
．．

網で開口部か

ら取り込み始め、たも
．．

網ですくっては右舷側に設置した生け簀に移す

作業を繰り返していたところ、０２時００分ごろドボンという音を聞

き、すぐに左舷側の方に振り返り、甲板員Ａが落水したことに気づい

た。 

船長は、すぐに左舷方の海上に浮いていた甲板員Ａの脇を抱えて沈

んでいかないように支え、０２時１０分ごろ甲板員Ｂと協力して意識

のない状態の甲板員Ａを船上に引き上げた。 

船長は、甲板員Ａを急いで宇波漁港に搬送し、０２時２０分ごろ１

１９番通報した。 

甲板員Ａは、救急車で病院に搬送されたものの、死亡が確認され、

溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 モッタ網は、長さが約１８.０ｍ、幅が約４.０ｍで、その内、袋網

の長さが約２.８ｍ、幅が約２.４ｍであった。 

甲板員Ａは、帽子、合羽上下、ゴム手袋、長靴を着用し、救命胴衣

は着用していなかった。 

モッタ網側 

袋網 開口部 

甲板員Ｂ 甲板員Ａ 
船長 

生け簀 

本船 

中網側 
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甲板員Ａは、本事故の当日、体調不良などを訴えておらず、ふだん

と変わらない様子であった。 

甲板員Ａは、泳ぐことができた。 

船長及び甲板員Ｂは、甲板員Ａが落水するところを目撃していなか

ったが、落水直後の甲板員Ａに気付いた際、声を出すことも身体を動

かすこともしていなかったので、何らかの理由で意識を失って落水し

たのではないかと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

なし 

 甲板員Ａの死因は、溺水であった。 

 甲板員Ａは、本船が宇波漁港東南東方沖の本件定置網に着けた状態

で漁獲作業中、左舷中央部の船尾側舷縁に腰を掛けた姿勢で左手で袋

網先端の開口部を持っていた際、落水して溺死したものと考えられ

る。 

 甲板員Ａは、落水直後に声を出すことも身体を動かすこともしてい

なかったことから、落水する前若しくは落水した後に意識を失った可

能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が宇波漁港東南東方沖の本件定置網に着けた

状態で漁獲作業中、甲板員Ａが落水して溺水したことにより発生した

ものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・甲板上で作業を行う場合は、救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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事故発生場所 

（令和２年４月１８日 

 ０２時００分ごろ発生） 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


